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1

が
併
設
さ
れ
て
お
り
、た
ま
た
ま
出
勤
で

き
た
職
員
の
機
転
で
町
内
唯
一
の「
福
祉
避

難
ス
ペ
ー
ス
」が
確
保
さ
れ
、既
に
十
数
名

が
利
用
し
て
い
ま
し
た
。他
の
部
屋
に
も
肢

体
不
自
由
者
や
認
知
症
、統
合
失
調
症
、

ダ
ウ
ン
症
、自
閉
症
、全
盲
の
方
、生
後
4

か
月
の
乳
児
、1
0
0
歳
を
超
す
高
齢
者

な
ど
も
散
見
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
ハ
イ
リ

ス
ク
者
を
い
ち
早
く
特
定
し
、「
ど
こ
で
、

誰
が
、ど
ん
な
状
態
で
、何
に
困
っ
て
い
る

の
か
」と
い
う
情
報
を
ま
と
め
る
た
め
に
、

居
住
者
マ
ッ
プ
と
要
配
慮
者
リ
ス
ト
を
作

成
し
、穴
水
町
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部

に
届
け
ま
し
た
。ま
た
、段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド

や
寝
具
、ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
や
福
祉
用

具
な
ど
を
確
保
し
、優
先
的
に
居
住
環
境

を
整
え
ま
し
た
。

　
一
方
で
、避
難
所
内
に
あ
る
ト
イ
レ
を
の

ぞ
く
と
便
器
は
今
に
も
汚
物
で
溢
れ
そ
う

な
状
態
。ト
イ
レ
を
土
足
で
歩
き
、同
じ
靴

で
居
住
ス
ペ
ー
ス
に
戻
る
避
難
者
の
姿
を

見
て
、感
染
症
拡
大
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
ま

し
た
。そ
こ
で
凝
固
剤
を
使
用
し
た
汚
物

処
理
や
、新
聞
紙
や
ゴ
ミ
袋
な
ど
あ
る
も

の
を
工
夫
す
る
こ
と
で
断
水
時
で
も
衛
生

状
態
を
維
持
す
る
方
法
を
考
え
、翌
日
の

朝
、避
難
所
内
で「
ト
イ
レ
講
習
会
」を
開

催
し
ま
し
た
。講
習
会
に
は
20
名
以
上
が

集
ま
り
、「
ト
イ
レ
は
人
の
命
と
尊
厳
に
か

か
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
」こ
と
を
共

通
認
識
と
し
な
が
ら
、学
ん
だ
こ
と
を
早

速
同
部
屋
の
人
々
に
伝
達
し
て
く
れ
ま
し

た
。さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
5
〜
6
名
の
方

た
ち
が
ト
イ
レ
当
番
を
買
っ
て
出
て
下
さ

り
、1
日
5
回
、決
め
ら
れ
た
時
間
に
ト
イ

　

認
定
N
P
O
法
人
レ
ス
キ
ュ
ー
ス
ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド（
R
S
Y
）は
、1
9
9
5
年

阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
発
足
し
、

2
0
0
2
年
に
法
人
化
し
た
災
害
支
援

N
P
O
で
す
。本
拠
地
は
名
古
屋
市
内
に

あ
り
、こ
れ
ま
で
50
箇
所
以
上
の
国
内

災
害
に
関
わ
り
な
が
ら
、被
災
地
域
内
外

の
行
政
や
社
会
福
祉
協
議
会
、N
P
O
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
と
協
働
し
て
避
難
生
活

の
改
善
や
ハ
イ
リ
ス
ク
者
お
よ
び
、そ
の
手

前
に
い
る
人
々
へ
の
生
活
支
援
を
中
心
に

活
動
し
て
き
ま
し
た
。

　

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
発
生
後
は
、

1
月
3
日
か
ら
石
川
県
穴
水
町
に
入
り
、

現
在
は
1
8
0
戸
の
応
急
仮
設
住
宅
が

立
ち
並
ぶ
穴
水
陸
上
競
技
場
の
管
理
棟

を
町
か
ら
無
償
貸
与
し
て
頂
き
、『
ボ
ラ
ま

ち
亭
』と
名
付
け
て
常
駐
ス
タ
ッ
フ
を
置

き
、被
災
者
の
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

や
孤
立
防
止
の
た
め
の
居
場
所
づ
く
り
な

ど
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
最
初
の
活
動
場
所
と
な
っ
た

の
は
、指
定
避
難
所「
さ
わ
や
か
交
流
館
プ

ル
ー
ト
」で
し
た
。平
時
は
町
立
図
書
館
や

児
童
館
、公
民
館
な
ど
の
機
能
を
持
つ
複

合
施
設
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の

時
す
で
に
4
0
0
人
以
上
が
会
議
室
や
廊

下
、ホ
ー
ル
で
寝
起
き
し
て
い
ま
し
た
。各

部
屋
は
、ま
さ
し
く
す
し
詰
め
状
態
で
、半

数
以
上
が
高
齢
者
。常
に
余
震
に
お
び
え

な
が
ら
、大
き
な
不
安
や
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら

さ
れ
、椅
子
の
上
や
、床
に
新
聞
を
敷
い
た

だ
け
の
不
衛
生
で
粗
末
な
寝
床
で
仮
眠
を

と
る
姿
を
見
て
、す
ぐ
に「
災
害
関
連
死
」

と
い
う
言
葉
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
過
酷
な
状
況
下
で
私
達
が

命
を
守
る
た
め
に
ま
ず
優
先
し
た
の
が
、

医
療
・
福
祉
依
存
度
の
高
い
要
配
慮
者
の

特
定
と
、ト
イ
レ
・
寝
床
・
食
事
・
衛
生
環

境
の
改
善
で
す
。穴
水
町
は
、建
物
の
損
壊

や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
途
絶
、職
員
の
被
災
に

よ
り
福
祉
避
難
所
を
開
設
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、プ
ル
ー
ト
に

は
穴
水
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
務
所

レ
掃
除
を
し
て
4
日
後
に
は
見
違
え
る
ほ

ど
清
潔
な
環
境
に
改
善
し
ま
し
た
。こ
の

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、避
難
所
の
中
で

は
食
事
づ
く
り
や
配
膳
、館
内
清
掃
、ゴ
ミ

の
回
収
、物
資
の
運
搬
や
水
汲
み
な
ど
、

「
誰
で
も
で
き
る
こ
と
は
み
ん
な
で
や
ろ

う
！
」と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、様
々
な
役

割
を
積
極
的
に
担
っ
て
下
さ
る
人
た
ち
が

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

在
宅
等
避
難
に
お
け
る

要
配
慮
者
の
実
態

　

こ
れ
ま
で
の
被
災
地
で
は
、要
配
慮
者

が
避
難
所
に
行
か
な
か
っ
た
・
行
け
な
か
っ

た
理
由
と
し
て
、物
理
的
な
環
境
が
整
っ

て
い
な
い
と
い
う
理
由
の
他
に
、「
周
囲
へ
の

遠
慮
や
気
兼
ね
」「
諦
め
」な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、1
月
の

下
旬
に
な
る
と
、余
震
が
少
し
ず
つ
収
ま

り
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
復
旧
し
始
め
、こ
れ

と
同
時
に
、特
に
山
間
部
や
沿
岸
部
の
小

規
模
集
落
に
開
設
さ
れ
た
自
主
避
難
所

は
、運
営
者
の
疲
弊
と
過
労
が
重
な
り

次
々
に
閉
所
し
て
い
ま
し
た
。閉
所
後
に
戻

る
家
を
見
る
と
、応
急
危
険
度
判
定
で

「
危
険
」と
判
定
さ
れ
た
赤
い
紙
の
家
屋
も

少
な
く
な
く
、小
規
模
水
道
や
浄
化
槽
の

破
損
で
、ト
イ
レ
、調
理
、入
浴
、洗
濯
な
ど

に
支
障
を
き
た
し
た
ま
ま
の
世
帯
も
あ
り

ま
し
た
。多
く
が
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
、ま
た
は
高
齢
者
世
帯
で
あ
り
、特
に
40

代
〜
70
代
の
単
身
男
性
や
若
い
人
で
も
精

神
障
が
い
の
疑
い
の
あ
る
方
の
孤
立
も
目

立
ち
ま
し
た
。過
去
の
災
害
関
連
死
は
在

宅
で
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、穴
水

町
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
と
連
携

し
て
個
別
訪
問
を
開
始
し
、お
一
人
お
ひ
と

り
の
困
り
ご
と
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト

に
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。困
り
ご
と
を
分

析
す
る
と
、①
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
②
医

療
・
福
祉
③
家
の
修
繕（
雨
漏
り
、浄
化

槽
・
ボ
イ
ラ
ー
・
水
道
の
破
損
に
関
す
る
相

談
多
数
）④
公
的
支
援
制
度
の
理
解
と
申

請
⑤
物
資
提
供
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
分

か
り
、困
り
ご
と
に
応
じ
て
対
応
で
き
る

機
関
や
支
援
者
に
つ
な
ぎ
、で
き
る
だ
け

早
く
支
援
が
届
け
ら
れ
る
よ
う
対
処
し
ま

し
た
。こ
れ
ら
の
活
動
が
後
に
、厚
生
労
働

省
の「
被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業
」や
、現

在
穴
水
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
独
自
で

行
っ
て
い
る「
在
宅
被
災
者
訪
問
事
業
」に

よ
っ
て
継
続
さ
れ
、町
内
2
，0
0
0
世
帯

を
超
す
在
宅
避
難
者
の
フ
ェ
ー
ズ
に
応
じ

た
生
活
実
態
の
把
握
と
対
応
に
繋
が
っ
て

い
ま
す
。

穴
水
町
と
の
連
携

　

こ
の
よ
う
な
体
制
づ
く
り
に
迅
速
に
取

り
組
め
た
背
景
に
は
、2
0
2
4
年
1
月

16
日
か
ら
継
続
し
て
い
る『
穴
水
町
3
者

定
期
協
議
』の
開
催
が
大
き
く
影
響
し
て

い
ま
す
。会
議
に
は
、穴
水
町
、穴
水
町
社

会
福
祉
協
議
会
、R
S
Y
を
含
む
外
部
支

援
者
ら
が
参
画
し
、「
被
災
者
を
孤
立
さ
せ

な
い
」「
災
害
関
連
死
を
防
ぐ
」と
い
う
共

通
理
念
の
も
と
、町
と
し
て
の
決
定
事
項

や
社
協
、N
P
O
側
の
活
動
報
告
、被
災

者
の
生
の
声
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
課
題

に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
、支
援
者
間
の
連

携
促
進
と
支
援
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、被
災
者
の
個
別
ニ
ー
ズ
に
対
し

て
は
、町
が
主
催
す
る『
災
害
ケ
ー
ス
検
討

会
議
』の
中
で
共
有
さ
れ
、個
別
支
援
計
画

づ
く
り
や
実
践
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

R
S
Y
も
こ
の
会
議
に
参
画
し
、現
行
の

公
的
支
援
制
度
で
は
対
応
で
き
な
い
ニ
ー

ズ
の
サ
ポ
ー
ト
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に

　

能
登
半
島
地
震
か
ら
ま
も
な
く
2
年

が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、被
災

さ
れ
た
方
々
の
生
活
課
題
は
よ
り
個
別

化
・
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。高
齢
過
疎
地
域

で
は
、家
族
と
離
れ
、年
金
暮
ら
し
の
方
も

多
く
、今
後
の
住
ま
い
と
お
金
の
目
途
が

立
た
な
い
こ
と
が
将
来
へ
の
不
安
を
増
幅

さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。ま
た
、

発
災
直
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
急
激

な
環
境
の
変
化
に
加
え
て
、家
の
片
づ
け

や
各
種
支
援
制
度
の
手
続
き
な
ど
で
過
労

が
重
な
り
、「
ボ
ラ
ま
ち
亭
」利
用
者
の
２

〜
３
割
が
、い
ま
だ
に
不
眠
や
食
欲
・
意
欲

の
減
退
、健
康
状
態
の
悪
化
等
を
訴
え
て

い
ま
す
。一
方
で
、在
宅
被
災
者
の
訪
問
で

は
、発
災
か
ら
10
カ
月
以
上
が
経
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、断
水
中
の
家
屋
で
生
活

し
て
い
た
単
身
男
性
が
発
見
さ
れ
た
り
、

ご
本
人
の
申
請
拒
否
や
情
報
の
理
解
不
足

が
原
因
で
、公
的
支
援
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
世
帯
の
存
在
も
浮
き
彫
り

に
な
り
ま
し
た
。

　

自
ら
助
け
て
と
言
え
ず
、困
り
ご
と
を

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

レ
ス
キ
ュ
ー
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
常
務
理
事

能
登
半
島
地
震
で
生
じ
た

課
題
や
対
応

浦
野 
愛

う　

ら　
　

の

あ　

い

抱
え
た
ま
ま
孤
立
し
て
い
る
人
が
ま
だ
ど

こ
か
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
。そ
れ
を
見
逃

さ
ず
、一
人
ひ
と
り
に
必
要
な
支
援
を
見

極
め
、町
、社
会
福
祉
協
議
会
、N
P
O
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
取
り

組
む
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

学
ば
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。「
途
切
れ
な
い

支
援
」を
目
指
し
て
、今
後
も
被
災
地
の
課

題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

災
害
発
生
直
後
の

避
難
所
の
様
子

あ
な
み
ず
ま
ち

そ
ん
げ
ん



2

が
併
設
さ
れ
て
お
り
、た
ま
た
ま
出
勤
で

き
た
職
員
の
機
転
で
町
内
唯
一
の「
福
祉
避

難
ス
ペ
ー
ス
」が
確
保
さ
れ
、既
に
十
数
名

が
利
用
し
て
い
ま
し
た
。他
の
部
屋
に
も
肢

体
不
自
由
者
や
認
知
症
、統
合
失
調
症
、

ダ
ウ
ン
症
、自
閉
症
、全
盲
の
方
、生
後
4

か
月
の
乳
児
、1
0
0
歳
を
超
す
高
齢
者

な
ど
も
散
見
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
ハ
イ
リ

ス
ク
者
を
い
ち
早
く
特
定
し
、「
ど
こ
で
、

誰
が
、ど
ん
な
状
態
で
、何
に
困
っ
て
い
る

の
か
」と
い
う
情
報
を
ま
と
め
る
た
め
に
、

居
住
者
マ
ッ
プ
と
要
配
慮
者
リ
ス
ト
を
作

成
し
、穴
水
町
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部

に
届
け
ま
し
た
。ま
た
、段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド

や
寝
具
、ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
や
福
祉
用

具
な
ど
を
確
保
し
、優
先
的
に
居
住
環
境

を
整
え
ま
し
た
。

　
一
方
で
、避
難
所
内
に
あ
る
ト
イ
レ
を
の

ぞ
く
と
便
器
は
今
に
も
汚
物
で
溢
れ
そ
う

な
状
態
。ト
イ
レ
を
土
足
で
歩
き
、同
じ
靴

で
居
住
ス
ペ
ー
ス
に
戻
る
避
難
者
の
姿
を

見
て
、感
染
症
拡
大
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
ま

し
た
。そ
こ
で
凝
固
剤
を
使
用
し
た
汚
物

処
理
や
、新
聞
紙
や
ゴ
ミ
袋
な
ど
あ
る
も

の
を
工
夫
す
る
こ
と
で
断
水
時
で
も
衛
生

状
態
を
維
持
す
る
方
法
を
考
え
、翌
日
の

朝
、避
難
所
内
で「
ト
イ
レ
講
習
会
」を
開

催
し
ま
し
た
。講
習
会
に
は
20
名
以
上
が

集
ま
り
、「
ト
イ
レ
は
人
の
命
と
尊
厳
に
か

か
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
」こ
と
を
共

通
認
識
と
し
な
が
ら
、学
ん
だ
こ
と
を
早

速
同
部
屋
の
人
々
に
伝
達
し
て
く
れ
ま
し

た
。さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
5
〜
6
名
の
方

た
ち
が
ト
イ
レ
当
番
を
買
っ
て
出
て
下
さ

り
、1
日
5
回
、決
め
ら
れ
た
時
間
に
ト
イ

　

認
定
N
P
O
法
人
レ
ス
キ
ュ
ー
ス
ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド（
R
S
Y
）は
、1
9
9
5
年

阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
発
足
し
、

2
0
0
2
年
に
法
人
化
し
た
災
害
支
援

N
P
O
で
す
。本
拠
地
は
名
古
屋
市
内
に

あ
り
、こ
れ
ま
で
50
箇
所
以
上
の
国
内

災
害
に
関
わ
り
な
が
ら
、被
災
地
域
内
外

の
行
政
や
社
会
福
祉
協
議
会
、N
P
O
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
と
協
働
し
て
避
難
生
活

の
改
善
や
ハ
イ
リ
ス
ク
者
お
よ
び
、そ
の
手

前
に
い
る
人
々
へ
の
生
活
支
援
を
中
心
に

活
動
し
て
き
ま
し
た
。

　

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
発
生
後
は
、

1
月
3
日
か
ら
石
川
県
穴
水
町
に
入
り
、

現
在
は
1
8
0
戸
の
応
急
仮
設
住
宅
が

立
ち
並
ぶ
穴
水
陸
上
競
技
場
の
管
理
棟

を
町
か
ら
無
償
貸
与
し
て
頂
き
、『
ボ
ラ
ま

ち
亭
』と
名
付
け
て
常
駐
ス
タ
ッ
フ
を
置

き
、被
災
者
の
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

や
孤
立
防
止
の
た
め
の
居
場
所
づ
く
り
な

ど
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
最
初
の
活
動
場
所
と
な
っ
た

の
は
、指
定
避
難
所「
さ
わ
や
か
交
流
館
プ

ル
ー
ト
」で
し
た
。平
時
は
町
立
図
書
館
や

児
童
館
、公
民
館
な
ど
の
機
能
を
持
つ
複

合
施
設
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の

時
す
で
に
4
0
0
人
以
上
が
会
議
室
や
廊

下
、ホ
ー
ル
で
寝
起
き
し
て
い
ま
し
た
。各

部
屋
は
、ま
さ
し
く
す
し
詰
め
状
態
で
、半

数
以
上
が
高
齢
者
。常
に
余
震
に
お
び
え

な
が
ら
、大
き
な
不
安
や
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら

さ
れ
、椅
子
の
上
や
、床
に
新
聞
を
敷
い
た

だ
け
の
不
衛
生
で
粗
末
な
寝
床
で
仮
眠
を

と
る
姿
を
見
て
、す
ぐ
に「
災
害
関
連
死
」

と
い
う
言
葉
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
過
酷
な
状
況
下
で
私
達
が

命
を
守
る
た
め
に
ま
ず
優
先
し
た
の
が
、

医
療
・
福
祉
依
存
度
の
高
い
要
配
慮
者
の

特
定
と
、ト
イ
レ
・
寝
床
・
食
事
・
衛
生
環

境
の
改
善
で
す
。穴
水
町
は
、建
物
の
損
壊

や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
途
絶
、職
員
の
被
災
に

よ
り
福
祉
避
難
所
を
開
設
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、プ
ル
ー
ト
に

は
穴
水
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
務
所

レ
掃
除
を
し
て
4
日
後
に
は
見
違
え
る
ほ

ど
清
潔
な
環
境
に
改
善
し
ま
し
た
。こ
の

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、避
難
所
の
中
で

は
食
事
づ
く
り
や
配
膳
、館
内
清
掃
、ゴ
ミ

の
回
収
、物
資
の
運
搬
や
水
汲
み
な
ど
、

「
誰
で
も
で
き
る
こ
と
は
み
ん
な
で
や
ろ

う
！
」と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、様
々
な
役

割
を
積
極
的
に
担
っ
て
下
さ
る
人
た
ち
が

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

在
宅
等
避
難
に
お
け
る

要
配
慮
者
の
実
態

　

こ
れ
ま
で
の
被
災
地
で
は
、要
配
慮
者

が
避
難
所
に
行
か
な
か
っ
た
・
行
け
な
か
っ

た
理
由
と
し
て
、物
理
的
な
環
境
が
整
っ

て
い
な
い
と
い
う
理
由
の
他
に
、「
周
囲
へ
の

遠
慮
や
気
兼
ね
」「
諦
め
」な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、1
月
の

下
旬
に
な
る
と
、余
震
が
少
し
ず
つ
収
ま

り
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
復
旧
し
始
め
、こ
れ

と
同
時
に
、特
に
山
間
部
や
沿
岸
部
の
小

規
模
集
落
に
開
設
さ
れ
た
自
主
避
難
所

は
、運
営
者
の
疲
弊
と
過
労
が
重
な
り

次
々
に
閉
所
し
て
い
ま
し
た
。閉
所
後
に
戻

る
家
を
見
る
と
、応
急
危
険
度
判
定
で

「
危
険
」と
判
定
さ
れ
た
赤
い
紙
の
家
屋
も

少
な
く
な
く
、小
規
模
水
道
や
浄
化
槽
の

破
損
で
、ト
イ
レ
、調
理
、入
浴
、洗
濯
な
ど

に
支
障
を
き
た
し
た
ま
ま
の
世
帯
も
あ
り

ま
し
た
。多
く
が
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
、ま
た
は
高
齢
者
世
帯
で
あ
り
、特
に
40

代
〜
70
代
の
単
身
男
性
や
若
い
人
で
も
精

神
障
が
い
の
疑
い
の
あ
る
方
の
孤
立
も
目

立
ち
ま
し
た
。過
去
の
災
害
関
連
死
は
在

宅
で
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、穴
水

町
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
と
連
携

し
て
個
別
訪
問
を
開
始
し
、お
一
人
お
ひ
と

り
の
困
り
ご
と
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト

に
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。困
り
ご
と
を
分

析
す
る
と
、①
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
②
医

療
・
福
祉
③
家
の
修
繕（
雨
漏
り
、浄
化

槽
・
ボ
イ
ラ
ー
・
水
道
の
破
損
に
関
す
る
相

談
多
数
）④
公
的
支
援
制
度
の
理
解
と
申

請
⑤
物
資
提
供
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
分

か
り
、困
り
ご
と
に
応
じ
て
対
応
で
き
る

機
関
や
支
援
者
に
つ
な
ぎ
、で
き
る
だ
け

早
く
支
援
が
届
け
ら
れ
る
よ
う
対
処
し
ま

し
た
。こ
れ
ら
の
活
動
が
後
に
、厚
生
労
働

省
の「
被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業
」や
、現

在
穴
水
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
独
自
で

行
っ
て
い
る「
在
宅
被
災
者
訪
問
事
業
」に

よ
っ
て
継
続
さ
れ
、町
内
2
，0
0
0
世
帯

を
超
す
在
宅
避
難
者
の
フ
ェ
ー
ズ
に
応
じ

た
生
活
実
態
の
把
握
と
対
応
に
繋
が
っ
て

い
ま
す
。

穴
水
町
と
の
連
携

　

こ
の
よ
う
な
体
制
づ
く
り
に
迅
速
に
取

り
組
め
た
背
景
に
は
、2
0
2
4
年
1
月

16
日
か
ら
継
続
し
て
い
る『
穴
水
町
3
者

定
期
協
議
』の
開
催
が
大
き
く
影
響
し
て

い
ま
す
。会
議
に
は
、穴
水
町
、穴
水
町
社

会
福
祉
協
議
会
、R
S
Y
を
含
む
外
部
支

援
者
ら
が
参
画
し
、「
被
災
者
を
孤
立
さ
せ

な
い
」「
災
害
関
連
死
を
防
ぐ
」と
い
う
共

通
理
念
の
も
と
、町
と
し
て
の
決
定
事
項

や
社
協
、N
P
O
側
の
活
動
報
告
、被
災

者
の
生
の
声
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
課
題

に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
、支
援
者
間
の
連

携
促
進
と
支
援
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、被
災
者
の
個
別
ニ
ー
ズ
に
対
し

て
は
、町
が
主
催
す
る『
災
害
ケ
ー
ス
検
討

会
議
』の
中
で
共
有
さ
れ
、個
別
支
援
計
画

づ
く
り
や
実
践
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

R
S
Y
も
こ
の
会
議
に
参
画
し
、現
行
の

公
的
支
援
制
度
で
は
対
応
で
き
な
い
ニ
ー

ズ
の
サ
ポ
ー
ト
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に

　

能
登
半
島
地
震
か
ら
ま
も
な
く
2
年

が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、被
災

さ
れ
た
方
々
の
生
活
課
題
は
よ
り
個
別

化
・
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。高
齢
過
疎
地
域

で
は
、家
族
と
離
れ
、年
金
暮
ら
し
の
方
も

多
く
、今
後
の
住
ま
い
と
お
金
の
目
途
が

立
た
な
い
こ
と
が
将
来
へ
の
不
安
を
増
幅

さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。ま
た
、

発
災
直
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
急
激

な
環
境
の
変
化
に
加
え
て
、家
の
片
づ
け

や
各
種
支
援
制
度
の
手
続
き
な
ど
で
過
労

が
重
な
り
、「
ボ
ラ
ま
ち
亭
」利
用
者
の
２

〜
３
割
が
、い
ま
だ
に
不
眠
や
食
欲
・
意
欲

の
減
退
、健
康
状
態
の
悪
化
等
を
訴
え
て

い
ま
す
。一
方
で
、在
宅
被
災
者
の
訪
問
で

は
、発
災
か
ら
10
カ
月
以
上
が
経
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、断
水
中
の
家
屋
で
生
活

し
て
い
た
単
身
男
性
が
発
見
さ
れ
た
り
、

ご
本
人
の
申
請
拒
否
や
情
報
の
理
解
不
足

が
原
因
で
、公
的
支
援
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
世
帯
の
存
在
も
浮
き
彫
り

に
な
り
ま
し
た
。

　

自
ら
助
け
て
と
言
え
ず
、困
り
ご
と
を

阪神・淡路大震災では、同朋大学の学生が設立した
支援サークル「同朋大学ボランティアネットワーク」に
所属し、被災者支援にあたった。卒業後、特別養護
老人ホームデイサービスセンターで介護職として勤務
したのち、レスキューストックヤードの設立と同時に
事務局スタッフとなり、2004年度より事務局長、2009
年度より常務理事を務める。避難所運営支援や災害時
要配慮者への支援事業を中心に、地域防災・災害ボラ
ンティア等、各種講演会・講座講師、支援プログラムの
企画・運営を行っている。社会福祉士。

浦野 愛
うら　  の あい

認定NPO法人レスキューストックヤード
常務理事

大阪市人権啓発マスコットキャラクター
「にっこりーな」
大阪市人権啓発マスコットキャラクター
「にっこりーな」

抱
え
た
ま
ま
孤
立
し
て
い
る
人
が
ま
だ
ど

こ
か
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
。そ
れ
を
見
逃

さ
ず
、一
人
ひ
と
り
に
必
要
な
支
援
を
見

極
め
、町
、社
会
福
祉
協
議
会
、N
P
O
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
取
り

組
む
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

学
ば
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。「
途
切
れ
な
い

支
援
」を
目
指
し
て
、今
後
も
被
災
地
の
課

題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ 

へ
い

は
い
ぜ
ん
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１.  災害から身を守るために

2.  隣近所の助け合い

　平成７年１月の「阪神・淡路大震災」では、生き埋めになり救助された人の98％が
自助と共助で助けられました。一方、公的機関によって生存したまま救出された人は
わずか1.7％という記録が残っています。災害が発生した場合には、公的機関がかけつ
けるまでの間、住民同士で助け合い、救出・救護、初期消火することが大変重要です。

　高齢者や障がいのある人などの要配慮者が必要とする支援は、移動の介助や情報の提供、避難
所での配慮などさまざまです。一方、支援を要する人も、得意な分野で他の人を支援できる場合もあ
ります。それぞれの個人のできることをわかりあい、非常時に支えあえる関係づくりが大切です。

〇自助、共助について

　要配慮者の方々は、自力ですばやく避難できない、災害情報を入手できない、助けを呼ぶことができな
いなど、一人ひとり必要とする支援の内容が違います。「誰（支援者）」が、「どの人（要配慮者）」に、「何（支
援の内容）」をするのか、それぞれの役割と、それぞれの特徴に配慮した支援の内容をあらかじめ考えて
おくことが重要です。
　具体的には、耳の不自由で言葉が発しづらい方々には筆記用の文字板や手話カードなどを用意する、
目の不自由な方や意思疎通が困難な方には避難誘導を誰が行うのか、あらかじめ決めておくことなどが
あります。
　また、避難行動要支援者（要配慮者のうち、自ら避難することが困難な人でその円滑かつ迅速な避難
の確保を図るために特に支援が必要な人）の避難支援は、所在や状況を日頃から把握しておくことが大
切です。把握する場合は、その目的や取扱いについて本人の了解を得る必要があります。

〇要配慮者への心配り

大阪市の防災の取組
～避難所での要配慮者への対応等～

危機管理室

地域の皆さんで互いに
助け合うこと

共 助
国や市の行政機関が
対策を行うこと

公 助
自分（家族）の命を自分（家族）で

守ること

自 助
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市民防災　
マニュアル▶

避難所開設・　
運営ガイドライン▶ 大阪防災アプリ▶

3.  避難生活のために
　災害時避難所では、大勢の人と共同生活を送ることになります。プライバシーの確保が難しい
など、不自由なことがたくさんありますが、互いに協力しあい、譲り合うことが大切です。

4.  災害に対する日頃からの備え
　災害が発生したときには一刻も早く避難することが必要ですので、避難場所や経路を調べる余裕はありません。
いざというときのために、大阪防災アプリなどで避難場所や避難経路を確認し、家族でわが家の防災マップを
作成しておきましょう。
　また、「大地震では、家具は必ず倒れるもの」と考えて、日頃からタンスや食器棚、本棚等の家具の固定や配置
の見直しで「安全空間」を作っておきましょう。
　なお、自宅が安全に居住できる場合は自宅にとどまって避難生活を送る方法もあります。市民防災マニュアルを
参考に食料や水などを日ごろから備蓄し、自宅避難や非常時に備蓄品を持ち出すことができる準備を整えましょう。

※自主防災組織とは・・・・「自分たちのまちは自分たちで守る」という共通の目的に向かって活動を行うもので、概ね小学校区単位で整備され、地域活動協
議会などを中心とし、地域に居住及び勤務する広範囲な人員（連合振興町会、赤十字奉仕団、社会福祉協議会、地域ネットワーク委員会、民生委員、ＰＴ
Ａ等及び地域住民を主要メンバーとし、マンション等管理組合、社会福祉施設、企業、ＮＰＯなどを含む）で構成されます。災害時の安否確認、救護、初期
消火、避難行動要支援者支援、津波避難、気象情報等の収集・伝達など、自助、共助の取組みを組織的に行います。

　大阪市では、自主防災組織※による災害時の避難所運営の際にご活用いただけるように「避難所開設・
運営ガイドライン」を作成し、避難所での要配慮者等への対応について次のように定め、周知しています。

□避難所においては、学校の多目的室など既に冷暖房設備が整った部屋や小部屋、仕切られた小規模
　スペースを、要配慮者の避難場所として充てるよう配慮すること
□要配慮者の特性やニーズ（補装具、食料、介護支援、介護用品、筆記用具等）を的確に把握し、迅速に必要
な対策を講じるため、要配慮者が周囲の避難者に対して「支援してほしいこと、知っておいてほしいこと」
　について、要配慮者自身の意思を尊重したうえで、避難者へ周知すること
□室内への優先的避難やアレルギー対応、手話によるコミュニケーション、外国語通訳の派遣等に配慮すること
□盲導犬などの補助犬については、身体障害者補助犬法により、身体障がい者が公共的な施設を利用する
　場合に同伴が認められているが、他の避難者がアレルギーなどを起こす可能性がある場合は、別室を用意
するなど配慮すること

□避難所における居室のほか、更衣室、授乳室、乳幼児室、マタニティルーム、単身女性や女性のみの家族の
　エリア、休養スペース、物干し場等の女性専用スペースを設置することとし、女性用トイレも多めに設置すること
□女性用品（生理用品、女性用下着等）は女性による配布を行うこと
□必要に応じた夜間照明の設置や女性専用スペースが死角にならない配置をする等の安全性を確保すること
□特定の業務（食事づくりやその後片付け、清掃等の特定の業務等）が女性に偏らないよう全員で共同すること

〇避難所の運営に係る配慮等

　男女のニーズの違いやLGBTなどの性的マイノリティーの方への対応に配慮した避難所
の運営が行えるよう、避難所運営には女性をはじめ多様なメンバーを含めることが重要
です。「避難所開設・運営ガイドライン」では、次のように定め、周知しています。

〇女性等の視点を取り入れた避難所の運営



大阪市からの
  お知らせ
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人権に関する相談窓口について
大阪市人権啓発・相談センター ひとりでなやんで

いませんか？
まずは、お電話くださ

い。
秘密厳守。
相談無料。大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りごとがあ

れば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。

相談受付時間 令和７年１０月１日から相談内容に応じた
振り分け機能が導入されました。
自動音声ガイダンスに従い、ご相談を希望する
人権問題の内容に応じ、番号を押してください。
●女性→１番　●高齢者→２番
●障害者→３番　●その他の人権問題→４番

みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局につながります。相談は、法務局職員又は人権
擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。ひとりで悩まず相談してください。

平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。 https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
0570-003-110

ポータルサイトは
こちら　

ゼロ　ゼロ  みんな の    ひゃくとおばん

12月4日～10日は
人権週間
です！！

同和問題（部落差別）に関する
人権問題が今もなお起きています
同和問題（部落差別）に関する
人権問題が今もなお起きています

　日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国
民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態
に置かれることを強いられ、今もなお日常生活の上でさまざまな
差別を受けるなどしている、我が国固有の人権問題です。
　残念ながら、今なお、結婚や住宅の選択に際し、忌避意識がみら
れるほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上
で差別を助長するような内容の書込みがなされるといったことが
起きています。
　差別意識や思い込み、偏見に基づくこうした行為は、他人の人
格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。

　20世紀、世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり、特
に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、
大量虐殺等、人権の侵害や抑圧が横行しました。かつ

ては、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが、このような経
験から、人権問題は国際社会全体に関わる問題であり、人権の保障が世界平和の
基礎であるという考え方が主流になってきました。
　そこで、昭和23（1948）年12月10日、国連第3回総会において、「すべての人民
とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されまし
た。この宣言は、すべての人々が持っている市民的・政治的・経済的・社会的・文化
的分野にわたる、多くの権利を内容とし、前文と30の条文から成っており、世界各
国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、
世界各国に強い影響を及ぼしています。

同和問題（部落差別）とは・・・

世界人権宣言

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
 かつ、尊厳と権利とについて平等である」（世界人権宣言第一条より抜粋）

同和問題（部落差別）を正しく理解し、
一人ひとりの人権が尊重される
社会の実現をめざしましょう。

ひとりで悩んでいませんか？

プライバシーには十分配慮しています。
安心してご相談ください

電子メールによる
相談もできます！

https://www.jinken7830.com/consultation/
※土曜日、年末年始
　（１２/２９～１/３）は休館 人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。

専門相談員による人権相談
06-6532-7830
06-6531-0666

な　　や　　み　 ゼロ

相談時間 月～金／9：00～21：00  日·祝／9：00～17：30



セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、イン
ターネットでの誹謗中傷、差別など、さまざまな人権
問題について、ご相談ください。（秘密厳守）

2115
差出有効期間
2026年5月
31日まで

5 5 0 8 7 9 0
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大阪市西区立売堀4-10-18
阿波座センタービル 1階
大阪市人権啓発・相談センター 行

大阪市人権啓発・相談センターでは、さまざまな人権問題に
関するDVDの貸し出しを行っています。
職場や地域・グループ等での学習会に
ぜひご活用ください！
また、法務省作成の啓発動画も併せてご活用ください。

詳しくは法務省の
ホームページを
ご覧ください。

こども向けDVDも
ご用意しています。

ドラマや
アニメーション
を使った

　中学生以下のみなさんにも人権をわかりやすく学んでい
ただけるよう、ドラマやアニメーションを使って親しみやすく
作られた作品もご用意していますので、イベ
ントを企画する際にもぜひご利用ください。
　借りたいDVDが決まりましたら、事前に電
話等で貸し出し状況を確認し、仮予約をしてく
ださい。
　貸出DVDのタイトル一覧や、詳しいご利用
方法は、ホームページでご案内しています。

06-6532-7640

大阪市人権啓発･相談センター
住　  所

06-6532-7631

受付日時

〒550-0012
大阪市西区立売堀4-10-18
阿波座センタービル1階

月～金 9:00～17:30
土日、祝日、年末年始
（12月29日～1月3日）は除く

Jinkenkyouzai@city.osaka.lg.jp

問合わせ

06-6202-7073
06-6208-7611

人権啓発DVDを貸し出しています

令和7年
12月3日（水）大阪市役所１階（南側） 市民相談室

無　料料　金
大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課問合せ

人権擁護委員制度
広報キャラクター
「たばみん」

人権擁護委員制度とは「人権擁護委員法」
に基づき、基本的人権を擁護するために
設けられた国の制度です。

「人権擁護委員」を
ご存知ですか？

人権擁護委員による
特設人権相談所を開設します

詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

●市役所での相談（開設時間は10：00～16：00）

令和7年
12月19日（金）福島区役所、平野区役所
令和8年
1月16日（金） 都島区役所、鶴見区役所
令和8年
2月20日（金）大正区役所、東成区役所
令和8年
3月13日（金） 此花区役所、中央区役所

●区役所での相談（開設時間は13：30～16：00）



大阪市人権啓発・相談センター

読者アンケート

友だち追加 ID・QRコード @osaka7830

「KOKOROねっと」音訳版

大阪市人権啓発・相談センター

視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳
ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を
発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市
人権啓発・相談センターまでご連絡ください。また、MP3形式の
音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。

06-6532-7631
06-6532-7640

（平日 9：00～17：30）

E-mail ca0016@city.osaka.lg.jp
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000081942.html

大阪市の人権に関する取り組み
や人権問題の今日的なテーマや
クイズなどを週1回配信して
います！

ウェブサイトからも
下記アンケートに
お答えいただくこと
ができます。
専用フォームに入力するだけ
で簡単に回答できます。

「KOKOROねっと」
バックナンバーの
お知らせ

大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら

大阪市人権啓発・相談
センターホームページ

大阪市市民局
Facebook

これまで発刊した「ＫＯＫＯＲＯねっと」
のバックナンバーについて、大阪市
ホームページに掲載しています。
過去に特集した記事などで、ご参考
になるものがあるかもしれません
ので、ぜひご覧ください。

https://www.city.osaka.
lg.jp/shimin/page/0000234332.html

https://www.city.osaka.
lg.jp/shimin/page/
0000095095.html

https://www.facebook.
com/osakashi.
shiminkyoku/

No.60
下記事項のあてはまる番号を○で囲むか、必要事項をご記入ください。

この情報誌を、どこで入手されましたか？
（その他の場合は具体的な場所をご記入ください）

この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか？
（複数回答可）

あなたは、人権について関心がありますか？

この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、
理解に役立ちましたか？

今後もこのような情報誌を読んでみたい（発行したほうが良い）
と思いますか？

あなたの年代をお聞かせください。

この情報誌を読んだ感想やご意見、
今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。

◆次回のＫＯＫＯＲＯねっとNo.61は、令和8（2026）年3月発行の予定です。
主な設置・配布場所：市役所・区役所・Osaka Metro駅構内・市立各図書館等

アンケートはがきは、おひとり様１通でお願いします。

1 駅構内　　2 市役所・区役所　　3 図書館　　4 学校、職場　
5 大阪市ホームページ　　6 デジタルブック
7 その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

1 関心がある　　　　　2 すこし関心がある　　
3 あまり関心がない　　 4 関心がない

1 とても役に立った　　　　　2 役に立った　　
3 あまり役に立たなかった　　4 役に立たなかった

1 そう思う　　　　　2 どちらかといえばそう思う　
3 どちらかといえばそう思わない　　　4 そう思わない

1  10代　　　　　　2   20代　　　　　　3   30代
4  40代　　　　　　5   50代　　　　　　6   60代以上

1 能登半島地震で生じた課題や対応（１～２ページ）
2 大阪市の防災の取組　
　～避難所での要配慮者への対応等～（3～4ページ）
3 大阪市からのお知らせ
   人権に関する相談窓口について／
　12月4日～10日は人権週間です!!（５ページ）
4 大阪市からのお知らせ
　人権啓発DVDを貸し出しています／
　人権擁護委員による特設人権相談所を開設します（６ページ）
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「KOKOROねっと」
バックナンバー


